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東京都中央区新川東京都中央区新川東京都中央区新川東京都中央区新川２２２２－－－－６６６６－－－－11116666    

 

社団法人 日 本 家 畜 商 協 会  



第１章 総   則 

 
（名  称） 
第第第第１１１１条条条条    この法人は、社団法人日本家畜商協会（以下「協会」という。）という。 
 
（目  的） 
第第第第２２２２条条条条    協会は、家畜の取引に必要な資金の融通の円滑化を図るとともに、家畜の生産、 
 流通の改善・発達を図り、もって我が国畜産の振興に寄与することを目的とする。 
 
（定  義） 
第第第第３３３３条条条条    この定款において「家畜取引業者」とは家畜商法（昭和２４年法律第２０８号） 
 第３条第１項の免許を受けて家畜の取引の事業を営む者をいう。 
 
（事  業） 
第第第第４４４４条条条条    協会は、第２条の目的を達成するため、次の事業を行う。 
 ⑴ 出資会員が次に掲げる資金を協会の指定する金融機関から借り入れることにより
当該金融機関に対して負担する債務の保証 

  ア 出資会員が家畜の取引に必要とする資金 
イ 出資会員がその直接又は間接の構成員となっている家畜取引業者に対し家畜の
取引に必要な資金を貸し付けるために必要とする資金  

 ⑵ 家畜の生産、流通の改善・発達を図るための事業 
 ⑶ 家畜取引業者の営業保証金の供託の代行 
 ⑷ 家畜取引に関する調査・研究並びに知識の普及及び啓蒙 
 ⑸ その他協会の目的を達成するために必要な事業 
 
（事 務 所） 
第第第第５５５５条条条条    協会は、主たる事務所を東京都中央区新川二丁目６番１６号に置く。 
２２２２    協会は、理事会の議決を経て、従たる事務所を必要な地に置くことができる。 
 

第２章 会   員 

 
（会員の種類及び資格） 
第第第第６６６６条条条条    協会の会員は、出資会員及び非出資会員の２種とする。 
２２２２    出資会員たる資格を有する者は、次に掲げるとおりとする。 
 ⑴ 家畜取引業者が中小企業等協同組合法（昭和２４年法律第１８１号）に基づいて組
織する中小企業等協同組合及びこれに準ずる中小企業等協同組合 

 ⑵ 都道府県 
 ⑶ 独立行政法人農畜産業振興機構 



３３３３    非出資会員は、協会の目的に賛同して入会した団体とする。 
 
（加  入） 
第第第第７７７７条条条条 協会に加入しようとする者は、理事会の議決を経て、会長が別に定める加入申込   
書により、会長に申し込まなければならない。 
２２２２    加入は、総会が別に定める基準により、理事会においてその可否を決定し、会長が本
人に通知するものとする。ただし、出資会員については引受出資口数に応ずる金額の全
額の払込みのあった後、協会の会員となる。 
 
（会  費） 
第第第第８８８８条条条条    会員は、都道府県及び独立行政法人農畜産業振興機構を除き、毎年度総会で別に
定める会費を納入しなければならない。 
２２２２ 既納の会費その他の拠出金品は、第14条の例による場合を除き、会員の脱退の場合に
おいても、これを返還しない。 
 
（出  資） 
第第第第９９９９条条条条 出資会員は、出資５０口以上を有しなければならない。 
２２２２    出資１口の金額は、１万円とする。 
３３３３    出資会員は、現金をもって、出資の各口につきその金額を払い込むものとする。 
４４４４    出資会員は、出資の払込みについて、相殺をもって協会に対抗することができない。 
５５５５    出資会員は、その出資に係る持分(以下「持分」という。）を共有することができない。    
 
（持分の譲渡） 
第第第第10101010条条条条 出資会員は、協会の承認を得なければ、その持分を譲り渡すことができない。 
２２２２    出資会員でない者が持分を譲り受けようとするときは、加入の例によらなければなら
ない。 
３３３３    持分の譲受人は、その持分について、譲渡人の権利義務を承継する。 
４４４４    出資会員が合併により解散した場合は、その包括承継人で出資会員たる資格を有する
者が、協会に対し、包括継承の時から３０日以内に、既に出資会員である場合にあって
は承継の申請を、その他の場合にあっては加入の申請をし、協会がこれを承認したとき
は包括承継の時に、被包括承継人の持分について権利義務を承継し、又は出資会員とな
り、かつ、被包括承継人の持分について、権利義務を承継する。 
 
（届  出） 
第第第第11111111条条条条    会員は、次の各号の一に該当するときは遅滞なく、その旨を協会に届け出なけれ
ばならない。 
 ⑴ 会員たる資格を失ったとき 
 ⑵ 名称、代表者の氏名又は主たる事務所の所在地に変更があったとき 
 ⑶ 第６条第２項第１号に掲げる法人にあっては、定款又は役員の氏名若しくは住所に
変更があったとき 



（脱  退） 
第第第第12121212条条条条    会員は、次に掲げる事由によって協会を脱退する。 
 ⑴ 会員たる資格を喪失したとき 
 ⑵ 会員からの脱退の申出があったとき 
 ⑶ 解散したとき 
 ⑷ 会費を引き続き２年以上納入しないとき 
 ⑸ 除名されたとき 
２２２２    会員は、理事会の議決を経て、会長が別に定める脱退届を会長に提出して、任意に脱
退することができる。ただし、出資会員は、前項第２号の規定により脱退するときは、
協会に対して、脱退の予告をし、６月経過後の日の属する事業年度の終わりにおいて脱
退することができる。ただし、次の各号の一に該当するときは、脱退することはできな
い。 
 ⑴ 協会がその出資会員の債務を保証しているとき 
 ⑵ 協会がその出資会員に代わってその債務を弁済したことにより取得した求償権を
有するとき 

 
（除  名） 
第第第第13131313条条条条    協会は、会員が次の各号の一に該当するときは、総会の議決を経て、その会員を
除名することができる。この場合には、協会は、総会の会日の10日前までにその会員に
対してその旨を書面をもって通知し、かつ、議決の前に弁明する機会を与えるものとす
る。 
 ⑴ 協会の定款、業務方法書又は規定及び総会の決議に違反したとき 
 ⑵ 協会の業務を妨げ、又は協会の信用を失わせる行為をしたとき 
２２２２    会長は、除名の議決があった時は、その理由を明らかにした書面をもって、当該会員
に通知するものとする。 
 
（脱退者に対する出資金の払戻し） 
第第第第14141414条条条条    出資会員が脱退したときは、その者又はその包括承継人は、その出資額の全部又
は一部の払戻しを請求することができる。ただし、脱退の時から３年を経過したときは、
この限りでない。 
２２２２ 前項の請求があったときは、協会は、その者が脱退した日の属する事業年度末におけ
る基本財産の額から第48条の規定による借入金(代位弁済に充てるためのものに限り、
利息を含む。)の額及び協会の保証に係る債務の弁済により取得した求償権の金額とそ
の評価額の差額の合計額を控除した額に、当該事業年度末における総出資口数に対する
その者の出資口数の割合を乗じて得た額により、その者の出資額を限度として、次の事
業年度の末日までに払い戻すものとする。 
３３３３    協会は、脱退した出資会員が協会に対して支払うべき債務を有するときは、前項の規
定により払い戻すべき額と相殺するものとする。 
４４４４    前項の場合において、債務の額が確定していないため、同項の規定により、相殺する
ことができないときは、協会は、第２項の規定にかかわらず、当該債務の額が確定する



まで、必要な限度において出資額の払戻しをしないこととする。 
 
（出資口数の増加） 
第第第第15151515条条条条    出資会員が出資口数を増加しようとするときは、第７条の規定を準用する。 
 
（出資口数の減少） 
第第第第16161616条条条条    出資会員は正当な理由があるときは協会の承認を得て、その出資口数を減少する
ことができる。 
２２２２    前項の規定により出資会員がその出資口数を減少しようとするときは、第14条の規定
を準用する。 
 
（賛助会費） 
第第第第17171717条条条条    協会の事業に賛同し、会長が理事会の議決を経て別に定める入会申込書を会長に
提出して理事会の承認を受けたものは、賛助会員となることができる。 
２２２２    賛助会員は、総会において別に定める賛助会費を納入しなければならない。 
３３３３ 賛助会員は、総会が発行する資料等の配布を受けるほか、会長が適当と認める場合は、
協会の事業に参加することができる。 
４４４４    賛助会員は、次に掲げる事由によって協会を脱退する。 
    ⑴ 賛助会員から脱退の申出があったとき 
 ⑵ 破産宣告を受けたとき 
 ⑶ 死亡又は解散したとき 
 ⑷ 賛助会費を引き続き２年以上納入しないとき 
 ⑸ 除名されたとき 
５５５５    既納の賛助会費及びその他拠出金品は、賛助会員の脱退の場合においてもこれを返還
しない。 
６６６６    第13条の規定は、賛助会員について準用する。この場合において、｢会員｣とあるのは、
｢賛助会員｣と読み替えるものとする。 
 

第３章 役 員 等 

 
（役員の定数及び選任） 
第第第第18181818条条条条    協会に次の役員を置く。 
 ⑴ 理事22人以上27人以内 
 ⑵ 監事３人以上５人以内 
２２２２    役員は、総会において選任する。 
３３３３    理事及び監事は、相互にこれを兼ねることができない。 
４４４４    理事のうちから会長１人、副会長６人、専務理事１人及び常務理事１人を互選する。 
５５５５    理事のうち同一親族(３親等以内の親族及びこの者と特別な関係にある者をいう。)、
又は特定企業関係者又は所管する官庁の出身者である理事の占める割合は、それぞれ理



事現在数の３分の１を超えてはならない。 
  また、同一の業界の関係者が占める割合は、理事現在数の２分の１を超えてはならな
い。 
 
(役員の職務) 
第第第第19191919条条条条    会長は、協会を代表し、協会の業務を総理する。 
２２２２    副会長は、会長を補佐して協会の業務を掌理し、あらかじめ理事会において定める順
序により、会長に事故があるときは、その職務を代理し、会長が欠けたときはその職務
を行う。 
３３３３    専務理事は、会長及び副会長を補佐して協会の業務を掌理し、会長及び副会長に事故
があるときはその職務を代理し、会長及び副会長が欠けたときはその職務を行う。 
４４４４    常務理事は、協会の日常の業務を処理し、会長、副会長及び専務理事にともに事故が
あるときはその職務を代理し、会長、副会長及び専務理事がともに欠けたときは、その
職務を行う。 
５５５５    会長、副会長、専務理事及び常務理事以外の理事は、あらかじめ、理事会において定
めるところにより、会長、副会長、専務理事及び常務理事にともに事故があるときはそ
の職務を代理し、会長、副会長、専務理事及び常務理事がともに欠けたときはその職務
を行う。 
６６６６    理事は、理事会を組織し、業務を執行する。 
７７７７    監事は、次に掲げる職務を行う。 
    ⑴ 財産及び会計の状況を監査すること。 
 ⑵ 理事の業務執行の状況を監査すること。 
⑶ 財産及び会計の状況又は業務執行の状況について、不整の事実を発見したときは、
これを理事会、総会又は農林水産大臣に報告すること。 

⑷ 前号の報告をするため必要があるときは、理事会又は総会の招集を請求し、若しく
は招集すること。 

 
（役員の任期） 
第第第第20202020条条条条    役員の任期は２年とする。ただし再任を妨げない。 
２２２２    補欠又は増員により就任する役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。 
３３３３    役員は、辞任又は任期満了の場合においても、後任者が就任するまでは、その職務を
行うものとする。 
 
（役員の解任） 
第第第第21212121条条条条    役員は、協会の役員としてふさわしくない行為をしたとき、その他特別の事由が
あるときは、総会の議決を経てこれを解任することができる。この場合には、協会は、
その総会の日の10日前までに、その者に対して、その旨を書面をもって通知し、かつ、
議決の前に弁明する機会を与えなければならない。 
 
 



（役員の報酬） 
第第第第22222222条条条条    役員は無報酬とする。 
２２２２    前項の規定にかかわらず、総会の議決を経た場合は、この限りでない。 
 
（顧  問） 
第第第第23232323条条条条    協会に顧問５名以内を置くことができる。 
２２２２    顧問は、学識経験者のうちから理事会の議決を経て、会長が委嘱する。 
３３３３    顧問は、協会の重要事項について会長の諮問に応ずる。 
 

第４章 総   会 

 
（総会の種類等） 
第第第第24242424条条条条    協会の総会は、通常総会及び臨時総会とする。 
２２２２    総会は、会員をもって構成する。 
３３３３    総会の議長は、総会において、出席した会員のうちから選出する。 
４４４４    通常総会は、毎年１回以上開催する。 
５５５５    臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。 
 ⑴ 理事会において必要と認めたとき 
 ⑵ 会員現在数の３分の１以上又は監事から会議の目的たる事項を示した書面により
請求があったとき 

 ⑶ 第19条第７項第４号の規定により監事が招集したとき 
 
（総会の招集） 
第第第第25252525条条条条    総会は、第19条第 7項第４号の規定により監事が招集する場合を除き、会長が招
集する。 

２２２２    前条第５項第２号の規定により請求があったときは、会長は請求があった日から30日
以内に総会を招集しなければならない。 
３３３３ 総会の招集は、少なくともその開催日の10日前までに、その会議の目的たる事項、日
時及び場所を記載した書面をもって会員に通知しなければならない。 
 
（総会の権能） 
第第第第26262626条条条条 この定款において別に定めるもののほか、協会の運営に関する重要な事項を議決
する。 
 
（総会の議決方法等） 
第第第第27272727条条条条    総会は、会員現在数の過半数に当たる会員が出席しなければ、開くことができな
い。 
２２２２    会員は、総会において、各１個の議決権を有する。 
３３３３    総会においては、第25条第３項の規定により、あらかじめ通知された事項についての



み議決することができる。ただし、第28条に掲げる事項を除き、緊急を要する事項につ
いては、この限りでない。 
４４４４ 総会の議決は、第28条に規定する場合を除き、出席者の議決権の過半数で決し、可否
同数の時は、議長の決するところによる。この場合において、議長は会員として議決に
加わる権利を有しない。 
 
（特別の議決） 
第第第第28282828条条条条    次の各号に掲げる事項は、総会において、出席者の議決権の３分の２以上の多数
による議決を必要とする。 
 ⑴ 定款の変更 
 ⑵ 解散及び残余財産の処分 
 ⑶ 会員の除名 
 ⑷ 役員の解任 
 ⑸ 事業計画及び収支予算の決定 
 ⑹ 長期借入金の借入れ 
 ⑺ 第47条第１項に規定する書類の承認 
 
（書面又は代理人による議決） 
第第第第29292929条条条条    やむを得ない理由により総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項
につき、書面又は代理人をもって議決権を行使することができる。 
２２２２ 前項の規定により議決権を行使する者は、出席者とみなす。 
３３３３    第１項の規定により書面をもって議決権を行使する場合において、その書面が総会の
開催の日の前日までに協会に到着しないときは、無効とする。 
４４４４    第１項の代理人は、代理権を証する書面を協会に提出しなければならない。 
 
（議事録） 
第第第第30303030条条条条    総会の議事については、議事録を作成しなければならない。 
２２２２    議事録は、議長が作成し、少なくとも次の事項を記載し、議長及び出席した会員のう
ちからその総会において選出された議事録署名人２名以上が署名押印しなければなら
ない。 
 ⑴ 総会の日時及び場所 
 ⑵ 会員の現在数並びに出席した会員の数及び氏名(書面議決者及び議決委任者の場合
にあっては、その旨を付記すること。) 

 ⑶ 議案 
 ⑷ 議事の経過の概要及びその結果 
 ⑸ 議事録署名人の選出に関する事項 
３３３３    議事録は、事務所に備え付けておかなければならない。 
 
 



第５章 理 事 会 

 
（理 事 会） 
第第第第31313131条条条条    理事会は、理事をもって構成する。 
２２２２    理事会は、第19条第７項第４号の規定により監事が招集する場合を除き、会長が招集
する。 
３３３３    理事会は、理事現在数の過半数にあたる理事が出席しなければ開くことができない。 
４４４４    理事は、理事会において、各１個の議決権を有する。 
５５５５    理事会の議事は、出席した理事の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するとこ
ろによる。この場合において、議長は、理事として議決に加わる権利を有しない。 
６６６６    理事会の議長は、会長がこれに当たる。 
７７７７    監事は必要に応じ理事会に出席し、意見を述べることができる。 
 
（理事会の議決事項） 
第第第第32323232条条条条 この定款において別に定める事項のほか、次に掲げる事項は、理事会において審
議し、又は決定するものとする。 
⑴ 事業計画等総会に付議すべき事項及び総会の招集に関すること 
 ⑵ 総会の議決した事項の執行に関すること 
 ⑶ 会務を執行するための計画、組織及び資産の管理の方法 
 ⑷ 諸規程の制定及び改廃に関すること 
 ⑸ その他理事会において必要と認めた事項 
 
（規定の準用） 
第第第第33333333条条条条    第24条第５項第２号及び第３号、第25条第３項、第27条第３項、第29条及び第30
条の規定は、理事会に準用する。ただし、この場合において「総会」とあるのは「理事
会」と、｢会員｣とあるのは、「理事」と読み替えるものとする。 
 

第６章 事 務 局 等 

 
（事務局及び職員） 
第第第第34343434条条条条 協会の事務を処理するため、事務局を置く。 
２２２２    事務局には、職員を置く。 
３３３３ 職員は、会長が任免する。 
４４４４ 事務局及び職員に関する事項は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。 
 
（書類及び帳簿の備付け） 
第第第第35353535条条条条    協会は、主たる事務所に、この定款で別に定めるもののほか、次に掲げる書類及
び帳簿を備え付けておかなければならない。 



⑴ 定款 
 ⑵ 役員名簿 
 ⑶ 事業計画書 
 ⑷ 収支予算書 
 ⑸ 会員の異動に関する書類 
 ⑹ 役員の略歴書並びに職員等の名簿及び略歴書 
 ⑺ 許可、認可等及び登記に関する書類 
 ⑻ 収入及び支出に関する証拠書類及び帳簿 
 ⑼ その他必要な書類及び帳簿 
２ 前項の第 1号から第 4号まで及び第４７条第１項に規定する書類については、原則と
して、一般の閲覧に供するものとする。 
 

第７章 業務の執行 

 
（業務の執行） 
第第第第36363636条条条条    協会の業務の執行については、業務方法書によるほか、理事会で定める。 
 
（業務方法書） 
第第第第37373737条条条条    業務方法書は、第４条第１号及び第３号に掲げる事業を実施するために、次に掲
げる事項を規定するものとする。 
 ⑴ 第４条第１号に係る事業 
  ア 被保証人の資格 
  イ 保証する債務の要件 
  ウ 保証の範囲 
  エ 保証の金額の合計額の最高限度 
  オ １被保証人についての保証の金額の最高限度 
  カ 保証契約の締結及び変更等に関する事項 
  キ 保証料に関する事項 
  ク 被保証人の守るべき条件に関する事項 
  ケ 保証債務の弁済に関する事項 
  コ 求償権の行使方法及び償却に関する事項 
  サ 業務の委託に関する事項 
  シ その他業務に関する重要事項 
 ⑵ 第４条第３号に係る事業 
  ア 家畜取引業者の営業保証金の供託の代行手続き及び委任を受ける家畜取引業者

に関する事項 
  イ 家畜取引業者の廃業又は死亡に係る供託物の払渡請求に関する事項 
  ウ 供託差替及び旧供託物の払渡請求に関する事項 
  エ 供託物の管理に関する事項 



  オ 供託物に係る利息の処理に関する事項 
２２２２    業務方法書の作成及び変更については、農林水産大臣の承認を受けなければならない。 
    
（審査委員会） 
第第第第38383838条条条条    協会の業務の適正な運営に資するため、協会に審査委員会を置く。 
２２２２    審査委員会の審査委員は会長が協会及び金融機関の役職員その他協会の業務に関し、
学識経験を有する者のうちから、理事会の承認を得て委嘱する。 
３３３３    審査委員会は、会長の諮問に応じて、次に掲げる事項について審査を行い、答申する
ものとする。 
    ⑴ 債務の保証に関する事項 
 ⑵ 保証条件の設定又は変更に関する事項 
 ⑶ 保証債務の弁済に関する事項 
 ⑷ その他会長が必要と認めた事項 
４４４４ 前３項に規定するもののほか、審査委員会に関し必要な事項は、理事会の議決を経て
会長が別に定める。 
 
（専門委員会） 
第第第第39393939条条条条    会長は、協会の事業の円滑な運営を図るため、必要と認めるときは、理事会の議
決を経て、専門委員会を置くことができる。 
２２２２    専門委員会に関し必要な事項は、理事会の議決を経て会長が別に定める。        
 

第８章 資産及び会計等 

    
（事業年度） 
第第第第40404040条条条条 協会の事業年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月31日に終わる。 
 
（資産の構成） 
第第第第41414141条条条条    協会の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。 
    ⑴ 会費及び賛助会費 
 ⑵ 出資金 
 ⑶ 寄附金品 
 ⑷ 家畜取引業者の営業保証金供託物 
 ⑸ 保証料 
 ⑹ 事業に伴う収入 
 ⑺ 資産から生じる果実 
 ⑻ その他の収入 
２２２２    協会の資産は、基本財産及び普通財産に区別する。 
 
 



（基本財産） 
第第第第42424242条条条条    基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。 
    ⑴ 出資金 
 ⑵ 基本財産とすることを指定して寄附された財産 
 ⑶ 総会において基本財産として繰り入れることを議決した財産 
２２２２ 基本財産は、第14条第２項(第16条第２項において準用する場合を含む。)の規定によ
り出資の払い戻しをする場合及び協会の業務に係る代位弁済により取得した求償権を
償却する場合のほか、これを取りくずすことはできない。 
 
（普通財産） 
第第第第43434343条条条条    普通財産は、基本財産以外の資産をもって構成する。 
 
 (資産の管理) 
第第第第44444444条条条条    協会の基本財産は、次に掲げる方法によって、会長が管理運営する。 
    ⑴ 郵便局への貯金又は金融機関への預金 
 ⑵ 国債証券、地方債証券又は、政府保証債券の取得 
 ⑶ 農林中央金庫その他の金融機関の発行する債券の取得 
 ⑷ 信託業務を営む銀行又は信託会社への金銭の信託 
 ⑸ この協会の保証債務の履行による求償権の取得 
２２２２    この協会の普通財産は、理事会の定める方法によって、会長が管理運用する。 
 
（経費の支弁） 
第第第第45454545条条条条    協会の経費は、資産の額を越えて支弁してはならない。 
２２２２    第４条第３号に掲げる事業に係る経費については、特別の勘定を設けて、他の事業に
係る経理と区分して経理しなければならない。 
 
（事業計画及び収支予算） 
第第第第46464646条条条条    会長は、毎事業年度開始前に、事業計画及び収支予算の案を作成し、総会の議決
を経なければならない。 
２２２２    前項の規定にかかわらず、やむを得ない事由により収支予算が決定しない時は、理事
会の議決を経て、前年度の収支予算に準じて暫定予算を編成し、収支予算が決定するま
での間、収入及び支出をすることができる。 
３３３３    前項の収入及び支出は、新たに成立した予算に基づく収入支出とみなす。 
 
（監 査 等） 
第第第第47474747条条条条    会長は、毎事業年度終了後、次の各号に掲げる書類を作成し、通常総会の開催の
日の10日前までに監事に提出して、その監査を受けるものとする。 
    ⑴ 事業報告書 
 ⑵ 財産目録 
 ⑶ 貸借対照表 



 ⑷ 収支計算書 
 ⑸ 正味財産増減計算書 
 ⑹ 会員名簿 
２２２２    監事は前項の書類を受理したときは、これを監査し、監査報告書を作成して、総会に
提出しなければならない。 
３３３３    会長は、第１項の書類について、総会の承認を得た後、これを前項の監査報告書とと
もに事務所に備え付けておかなければならない。 
 
（借 入 金） 
第第第第48484848条条条条    協会は、その事業に要する経費の支弁に充てるため、あらかじめ理事会において
定めた額を限度として、その事業年度の収入による普通財産をもって償還する一時借入
れをすることができる。 
２２２２ 協会は、その事業に要する経費の支弁に充てるため、総会の議決を経、かつ、農林水
産大臣の承認を受け、資産の額を限度として、長期借入金の借入れをすることができる。 
 
（報 告） 
第第第第49494949条条条条    会長は、毎事業年度開始の日から３月以内に、次の各号に掲げる書類を農林水産
大臣に提出しなければならない。 
    ⑴ 前年度の事業報告書及びその年度の事業計画書 
 ⑵ 前年度末の財産目録及び貸借対照表 
 ⑶ 前年度の収支計算書、正味財産増減計算書及びその年度の収支予算書 
 ⑷ 前年度末の会員名簿及び前年度における会員の異動状況を記載した書類 
 

第９章 定款の変更、解散及び残余財産の処分 

 
（定款の変更） 
第第第第50505050条条条条    この定款の変更は、総会の議決を経、かつ、農林水産大臣の認可を受けなければ
その効力を生じない。 
 
（解 散） 
第第第第51515151条条条条    協会は、民法第68条第１項第２号から第４号まで及び第２項第２号の規定による
ほか、総会の議決を経、かつ、農林水産大臣の認可を受けて解散する。 
 
（解散の場合の残余財産の処分） 
第第第第52525252条条条条    協会が解散した場合において、その債務を弁済してなお残余財産があるときは、
基本財産にあっては出資会員に対し、第14条の規定の例により出資の払戻しをするほか、
総会の議決を経、かつ、農林水産大臣の許可を受けて、協会の目的と類似の目的を有す
る公益法人に寄附するものとする。 
 



第10章 雑   則 

 
（細 則） 
第第第第53535353条条条条    この定款において別に定めるもののほか、協会の事務の運営上必要な細則は、理
事会の議決を経て、会長が定める。 
 
    附附附附            則則則則 （昭和40年12月15日認可） 
 
１１１１    この定款は、協会の設立の日から施行する。 
２２２２    設立当初の役員は、第16条の規定にかかわらず次のとおりとし、その任期は、第18条
の規定にかかわらず第１回通常総会終了の日までとする。 
 
   理 事  大 石 武 一     理 事  坂 田 本治郎 
    同   小 林 正 孝      同   加 藤 湿 吉 
    同   渡 辺   久      同   木 曽 健之助 
    同   大 野   慎      同   真 砂 菊三郎 
    同   平 野 栄 次     監 事  青 木 豊 吉  
    同   鈴 木 一 司      同   福 永 広 記 
    同   宮   武 男 
３３３３    協会の設立当初の事業年度は、第39条の規定にかかわらず、その設立の日から昭和41
年３月31日までとする。 
４４４４    協会の出資は、当分の間、第９条第３項の規定にかかわらず、財団法人家畜取引基金
協会又はその清算人に対して有している債権の確定額をもって払い込むことができる。 
５５５５    協会は、第４条の規定にかかわらず、財団法人家畜取引基金協会又はその清算人の債
務を普通財産会計の負担において引き受けることができる。 
６６６６ 協会は、第４条の規定にかかわらず、設立の時に、財団法人家畜取引基金協会が保証
している債務について、その債務を有している金融機関の承諾を得て、財団法人家畜取
引基金協会に代って保証を行うことができる。 
 
  附附附附            則則則則 （昭和42年６月２日認可） 
 この定款は農林大臣の認可があった日から施行する。 
 
  附附附附            則則則則 （昭和43年８月16日認可） 
  この定款の変更は、農林大臣の認可のあった日から施行し、昭和43年４月 1日から適用
する。 
 
  附附附附            則則則則 （昭和45年７月25日認可） 
 この定款の変更は、農林大臣の許可のあった日から施行する。 
 



  附附附附            則則則則 （昭和46年８月23日認可） 
  この定款の変更は、農林大臣の認可のあった日から施行する。但し、昭和46年 3 月31日
までに会員となった者の出資口数については、変更後の定款第７条第 1項の規定にかかわ
らず、なお従前の例による。 
 
  附附附附            則則則則  
 この定款の改正は、農林大臣の認可のあった日（昭和52年２月13日）から施行する。 
 
  附附附附            則則則則 （昭和53年12月21日認可） 
  この定款の変更は、農林水産大臣の認可の日から施行し、昭和53年 7 月５日から適用す
る。 
 
  附附附附            則則則則 （平成９年７月４日認可） 
 この定款の変更は、農林水産大臣の認可の日から施行する。 
 
  附附附附            則則則則 （平成11年12月16日認可） 
 この定款の変更は、農林水産大臣の認可の日から施行する。 
 
  附附附附            則則則則 
 この定款の変更は、農林水産大臣の認可の日（平成12年 3 月31日）から施行する。 
 
  附附附附            則則則則 
 この定款の変更は､農林水産大臣の認可があった日（平成15年７月23日）から施行する。 
 
  附附附附            則則則則 
 この定款の変更は､農林水産大臣の認可のあった日（平成16年７月26日）から施行する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


